
大和市告示第１号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条の規定により市道の路線を次のとおり認定し、同法

第１８条第１項の規定により次のとおり道路の区域を決定し、及び同条第２項の規定により平成

２９年１月４日から供用を開始する。なお、関係図面は、本市都市施設部土木管理課において、同

日から２週間（ただし、日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１

７８号）に規定する休日を除く。）の一般の縦覧に供する。 

平成２９年１月４日 

大和市長 大 木   哲   

 

 

路 線 名 起   点 終   点 幅員（ｍ） 延長（ｍ） 
重要な 

経過地 

公所２０３号 下鶴間字甲一号１２番１ 

 

下鶴間字甲一号１２番１ ４．５０ ３９．６７ 

  

公所２０５号 下鶴間字甲二号４７０番

６ 

下鶴間字甲二号４７０番

ロ 

４．５０ 

～５．２０ 

３９．９６ 

  

内山５０号 下鶴間字丁八号４４５１

番１３２ 

下鶴間字丁八号４４５１

番１４５ 

４．００ ３８．２６ 

  

内山５２号 下鶴間字丁八号４４５１

番１７９ 

下鶴間字丁八号４４５１

番２２７ 

４．００ ３６．１３ 

  

内山５９号 下鶴間字丁八号４４５１

番１４９ 

下鶴間字丁八号４４５１

番１６３ 

４．００ ４０．５７ 

  

中央林間西７９号 中央林間西五丁目３８２０

番１ 

中央林間西五丁目３８２０

番３ 

４．５０ ６１．５８ 

  

中央林間西１１４

号 

中央林間西五丁目３８１２

番１ 

中央林間西五丁目３８１３

番１ 

５．００ ６２．５２ 

  

南林間１６１号 南林間三丁目３３１８番

７３ 

南林間三丁目３３１８番

７７ 

４．００ ６０．３９ 

 

上草柳２１５号 上草柳七丁目３８８番

２２ 

上草柳七丁目３８８番

２７ 

４．００ 

～４．０１ 

３７．８３ 

  

大和東１７号 大和東二丁目１０５９番

４８ 

大和東二丁目１０５９番

４２ 

４．５０ ３７．４７ 

 

大和南２６号 大和南一丁目１１６０番 大和南一丁目１１６０番 ８．００ 

～１２．７７ 

６１．４４ 

 

柳橋９５号 柳橋二丁目２番２８ 柳橋二丁目２番２８ ４．５０ 

～４．５１ 

３５．０９ 

 

下和田８８号 下和田字上ノ原１２４４

番２ 

下和田字上ノ原１２４５

番１４ 

４．００ 

～４．０１ 

３９．８１ 

 


